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１４ 栄養改善対策 

 

〔現況及び施策の方向〕 

エネルギーの過剰摂取や栄養バランスの偏りなどによる、生活習慣病の増加や、高齢期においても生

活習慣病予防のための食生活を必要以上に継続することによる低栄養など、「食」をめぐる課題は多様化

している。 

人生 100 年時代を健やかに過ごすためには、食に関する適切な判断力、選択力を養い、生涯に 

わたって健全な食生活を実現するために食育を推進する必要がある。 

このため、給食施設に対する栄養管理の指導や市町の栄養改善事業への支援、各種啓発活動、食品の

適正表示の推進等を通じ、県民の栄養・食生活の改善や食育の推進を図る。 

 

〔事業の内容〕 

１ 栄養改善対策（予算額 7,303 千円） 

“食”をめぐる環境が多様化する中で、エネルギーの過剰摂取や栄養バランスの偏りなどにより、肥

満、糖尿病、脂質異常症等の生活習慣病が増加している。 

このため、給食施設に対する栄養管理の指導や市町の栄養改善事業への支援等を通じて、県民の栄養・

食生活の改善や食育の推進を図る。 

(1) 市町栄養士等の育成（予算額 178 千円） 

地域における栄養指導業務を効果的に展開するために、市町栄養士等の資質向上のための支援を行

う。（昭和 53 年度創設） 

 
第１表 市町栄養士・非常勤栄養士への指導・支援状況 

                             （単位 回、人） 
 

         （注）広島市、呉市、福山市を除く。 

 

  

区  分 
保健所(支所)単位研修会等 

(保健所栄養士実施) 

回  数 延 人 員 

令和４年度 12 26 

令和３年度 24 37 

令和２年度 63 115 
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第２表 栄養及び食生活改善指導状況 
                                上段：県保健所活動分 下段：市町活動分   （単位 人） 

区 分 

個  別  指  導 

指  導  対  象 指  導  内  容 

妊産婦 乳幼児 20 歳
未 満 

20 歳
以 上 計 

栄養指導 運動指導 休養 
指導 

禁煙 
指導  病態別

再 掲 
訪 問 
再 掲  病態別

再 掲 

令和４年度 
0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 

936 8,537 112 2,919 13,504 13,228 1,978 867 0 0 0 0 

令和３年度 
0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

685 7,508 15 4,463 12,671 12,671 1,786 701 0 0 0 0 

令和２年度 
0 1 1 6 8 3 3 0 0 0 0 12 

822 7,779 21 4,553 13,175 13,175 2,199 673 0 0 0 0 

 
 上段：県保健所活動分 下段：市町活動分 （単位 回、人） 

区 分 

集    団    指    導 
指  導  対  象 

妊産婦 乳幼児 20 歳未満 20 歳以上 計 
回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 

令和４年度 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

123 702 497 5,060 41 3,218 1,363 20,697 2,024 29,697 

令和３年度 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
76 499 303 2,904 17 1,195 823 13,064 1,219 17,662 

令和２年度 
0 0 0 0 0 0 5 87 5 87 
78 481 340 2,881 22 1,679 756 9,268 1,196 14,309 

 
 上段：県保健所活動分 下段：市町活動分 （単位 回、人）                                                                                    

区 分 

集    団    指    導 
指  導  内  容 

栄養指導 運動指導 
休養指導 禁煙指導 

 病態別再掲  病態別再掲 
回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 

令和４年度 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1,990 28,202 239 3,582 82 1,349 1 9 0 0 0 0 

令和３年度 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1,190 17,268 151 2,348 28 391 0 0 0 0 0 0 

令和２年度 
5 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1,938 13,379 921 1,780 151 176 4 51 0 0 0 0 
  （注） 広島市、呉市、福山市を除く。 

 

(2) 食生活改善推進員の育成（予算額 102 千円） 

市町との密接な連携を図り、望ましい食生活の実践活動を地域において展開する食生活改善推進員

の育成を促進するとともに、市町の推進員組織を構成メンバーとする広島県食生活改善推進員団体連

絡協議会が、自主的に組織活動を展開するための研修活動を支援する。 

食生活改善推進員は、令和５年４月末現在、14市町（1,210 人）で組織化されており、地区組織活

動の推進が図られている。（昭和 51年度創設） 
 

第３表 食生活改善推進員養成講座開設状況及び研修会等実施状況 
                                               （単位 回、人） 

区 分 
県単位研修会  保健所(支所)単位 

 個別・集団指導   
    市          町 食生活改善推進員 

による地区講習会 養成講座 研修会 
回数 延人員 回数 延人員 開設数 修了者数 回数 延人員 回数 延人員 

令和４年度 2 109 0 0 6 55 191 2,872 3,069 27,710 
令和３年度 0 0 0 0 3 29 113 1,889 2,018 21,795 
令和２年度 0 0 0 0 3 22 120 2,058 2,222  20,601 
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(3) 公衆栄養学臨地実習 

実践活動の場での課題発見、解決を通して、栄養評価・判定に基づく適切なマネジメントの実施に

必要な専門的知識及び技術の統合を図るため、集合実習を取り入れた２段階の実習を行う。（平成 14

年度創設） 

 

(4) 栄養士・調理師免許交付業務及び調理師試験の実施（予算額 7,023 千円） 

栄養士･調理師の免許事務、調理師試験の実施及び栄養士・調理師養成施設の指導を行う。 

 
第４表 免許交付状況 

                                （単位 件） 
年 度 栄養士 調理師 管理栄養士 

令和４年度 563 387 314 
令和３年度 601 488 301 
令和２年度 607 510 371 

 
第５表 調理師試験実施状況 

                                （単位 人） 
年 度 受験者 合格者 合格率(%) 

令和４年度 421 224 53.2 
令和３年度 404 273 67.6 
令和２年度 410 284 69.3 

 

２ 栄養改善指導・普及（予算額 271 千円） 

(1) 給食施設指導（予算額 55 千円） 

給食施設における栄養管理の充実及び食育の推進を図るため、個別巡回指導及び研修会等の集団指

導を実施するとともに、管理栄養士等の配置促進についても指導する。（昭和 27年度創設） 
 

第６表 給食施設の栄養指導状況 
                                        (単位 施設、回) 

区   分 

特 定 給 食 施 設 その他の給食施設 
集 団 指 導 

施設数 
個 別 指 導 

施設数 
個 別 指 導 

栄養士の 
いる施設数 

栄養士の 
いない施設数 

栄養士の 
いる施設数 

栄養士の 
いない施設数 回数 延施設数 

令和４年度 332 180 12 465 123 49 4 306 

令和３年度 340 103 15 432 78 41 3 73 

令和２年度 350 171 26 394 125 56 0 0 

（注）広島市、呉市、福山市を除く。 

 

(2) 専門的栄養指導 

アレルギー疾患、難病、小児療育等の対象者に対する保健指導と連携を図り、専門的栄養指導を実

施する。（昭和 22 年度創設） 

 

(3) 栄養表示・誇大表示禁止の普及啓発（予算額 15 千円） 

   栄養表示等の望ましい運用を図るため、消費者及び食品関係業者に対して普及啓発を図る。（平成 8

年度創設） 

 

(4) 栄養表示・誇大表示禁止にかかる監視指導（予算額 67 千円） 

   食品表示を規制する食品表示法、健康増進法等を所管する関係機関が連携し、食品関係事業者に対

する一斉点検の他、表示の監視を実施し、食品表示の適正化を推進する。（平成 15 年度創設） 
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(5) 栄養成分の検査（予算額 134 千円） 

食品表示の適正化と、食品の安全・安心確保のため、栄養成分表示に係る買上検査を実施する。 

県内２保健所（支所）で実施。 

 

３ 国民健康・栄養調査（予算額 1,380 千円） 

  国が指定する調査地区において、住民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を調査する。 


